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平
安
中
期
の
古
記
録
、
特
に
右
近
衛
大
将
で
あ
っ
た
藤
原
実
資
の
日
記
『
小
右

記
』
に
は
、
近
衛
府
の
行
事
と
し
て
毎
年
五
月
に
行
わ
れ
た
騎
射
の
手
結
、
毎
年
正

月
に
行
わ
れ
た
歩
射
の
手
結
に
関
連
す
る
記
事
が
散
見
す
る
。
手
結
と
は
射
礼
・
賭

弓
・
相
撲
な
ど
の
勝
負
事
で
競
技
者
を
左
右
に
わ
け
で
二
人
ず
つ
組
み
合
わ
せ
る
こ

と
、
ま
た
そ
の
取
り
組
み
を
い
い
、
特
に
騎
射
・
歩
射
に
お
い
て
は
射
術
を
競
う
儀

式
の
前
に
行
う
武
芸
演
習
を
指
す
（
1）

O

平
安
中
期
の
騎
射
手
結
は
、
五
月
三
日
（
左

近
衛
府
）
・
四
日
（
右
近
衛
府
）
に
予
行
演
習
と
し
て
の
荒
手
結
が
、
五
日
（
左
近
衛

府
）
・
六
日
（
右
近
衛
府
）
に
本
番
の
真
手
結
が
、
左
右
近
衛
府
そ
れ
ぞ
れ
の
馬
場
で

行
わ
れ
た
。
本
来
は
五
月
五
日
節
会
の
騎
射
に
向
け
た
準
備
の
一
段
階
で
あ
っ
た
が
、

一
O
世
紀
中
頃
、
村
上
天
皇
の
回
忌
を
理
由
に
節
会
が
事
実
上
廃
絶
し
た
後
も
、
節

会
の
開
催
と
は
無
関
係
に
近
衛
府
の
内
部
行
事
と
し
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

Z
o

歩
射
手
結
は
毎
年
正
月
に
左
近
衛
府
の
九
日
荒
手
結
と
十
一
日
真
手
結
、
右
近
衛
府

の
十
日
荒
手
結
と
卜
二
日
真
手
結
と
い
う
構
成
で
行
わ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
歩
射
手

結
に
は
近
衛
府
の
手
結
と
は
別
に
、
正
月
十
瓦
日
に
行
わ
れ
た
兵
部
手
結
も
あ
っ
た
。

特
に
近
衛
府
の
府
務
運
営
と
の
関
係
か
ら
、
一

O
世
紀
以
降
の
近
衛
府
の
騎
射
手

結
・
歩
射
手
結
に
つ
い
て
は
具
体
的
な
検
討
が
な
さ
れ
て
お
り
、
近
衛
府
内
部
の
部

局
で
あ
る
馬
場
所
・
射
場
所
の
人
員
が
射
手
の
成
績
を
記
録
・
管
理
し
大
将
に
報
告

第日号史人

山
本

イ圭
元又
7J、

す
る
こ
と
、
そ
の
成
績
は
競
馬
の
乗
尻
や
賭
弓
の
射
手
の
選
抜
、
院
・
摂
聞
の
随
身

へ
の
推
挙
、
相
撲
使
へ
の
任
命
な
ど
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
な
ど
が
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
る

2
0
儀
礼
運
営
の
側
面
か
ら
見
れ
ば
、
競
馬
や
賭
弓
な
ど
の
勝
負
儀
礼
に
お
い

て
、
騎
射
・
歩
射
・
奏
楽
と
い
う
競
技
・
芸
能
で
一

O
世
紀
以
降
の
宮
廷
儀
礼
を
演

出
す
る
機
関

Z
と
し
て
の
役
割
を
遂
行
す
る
技
能
水
準
の
維
持
の
た
め
に
手
結
が
行

わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

以
上
の
よ
う
に
一

O
世
紀
以
降
の
手
結
に
つ
い
て
は
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
反
面
、

九
世
紀
の
手
結
に
つ
い
て
は
、
六
回
史
と
古
記
録
と
い
う
史
料
上
の
性
格
の
違
い
と

も
あ
い
ま
っ
て
、
節
会
の
準
備
段
階
の
一
つ
と
し
て
簡
単
に
触
れ
ら
れ
る
に
と
ど
ま

っ
て
い
る
。
し
か
し
、
た
ん
に
節
会
の
準
備
段
階
の
行
事
が
節
会
の
廃
絶
・
縮
小
し

た
後
の
一

O
世
紀
以
降
に
も
残
存
し
て
い
た
だ
け
な
ら
、
一

O
世
紀
の
手
結
の
あ
り

方
や
目
的
と
は
異
な
る
九
世
紀
の
手
結
の
独
自
の
あ
り
方
は
と
ら
え
き
れ
な
い
。
よ

っ
て
本
稿
で
は
、
九
世
紀
の
騎
射
手
結
・
歩
射
手
結
に
つ
い
て
詳
細
に
検
討
を
加
え
、

一
O
世
紀
以
降
の
手
結
と
の
共
通
点
と
相
違
点
を
明
確
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
節
会

の
廃
絶
・
縮
小
後
に
手
結
が
ど
の
よ
う
に
継
承
さ
れ
た
の
か
、
王
朝
国
家
の
宮
廷
儀
礼
へ

の
転
換
に
伴
い
ど
う
展
開
し
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
う
。
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一
、
五
月
五
日
節
会
の
構
成
と
騎
射
手
結

五
月
五
日
節
会
は
端
午
節
会
と
も
い
い
、

七
世
紀
の
狩
猟
・
薬
猟
を
前
提
に
し
て
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奈
良
朝
に
成
立
し
、
平
安
初
期
に
は
四
月
二
十
八
日
の
駒
牽
と
五
月
五
日
・
六
日
の

節
会
と
い
う
構
成
で
行
わ
れ
た
。
四
月
の
駒
牽
は
節
会
当
日
に
引
き
出
さ
れ
る
馬
を

天
皇
が
観
覧
し
、
左
右
近
衛
・
兵
衛
が
騎
乗
し
て
馬
の
定
品
を
定
め
、
四
衛
府
に
よ

る
騎
射
、
近
衛
府
に
よ
る
東
遊
な
ど
が
行
わ
れ
た
。
節
会
一
日
目
の
五
日
儀
で
は
、

菖
蒲
が
天
皇
に
献
上
さ
れ
、
続
命
綾
を
臣
下
に
下
賜
し
、
四
衛
府
に
よ
る
騎
射
や
走

馬
を
天
皇
が
観
覧
し
、
雅
楽
寮
に
よ
る
奏
楽
が
あ
っ
た
。
二
日
目
の
六
日
儀
で
は
競

馬
と
四
衛
府
・
東
宮
帯
刀
に
よ
る
騎
射
、
諸
衛
府
の
雑
芸
が
行
わ
れ
、
雅
楽
寮
が
奏

楽
し
た
。
以
上
の
よ
う
に
五
月
五
日
節
会
は
弓
馬
に
関
連
す
る
内
容
を
中
心
と
し
た

複
合
的
な
行
事
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
ミ
。
こ
の
う
ち
、
騎
射
手
結
に
関

連
す
る
も
の
と
し
て
、
駒
牽
・
五
日
儀
・
六
日
儀
の
三
日
間
と
も
行
わ
れ
る
騎
射
の

内
容
を
よ
り
詳
細
に
追
っ
て
み
よ
う
。

ま
ず
は
騎
射
の
形
式
で
あ
る
。
駒
牽
の
日
の
騎
射
は
、
節
会
に
引
き
出
さ
れ
る
馬

の
出
自
と
毛
色
が
奏
上
さ
れ
、
馬
の
走
品
を
定
め
て
騎
射
に
用
い
る
馬
を
簡
定
し
た

後
に
行
わ
れ
る
（
『
延
喜
式
』
左
右
馬
寮
・
『
儀
式
』
四
月
廿
八
日
牽
駒
儀
）
。
『
西
宮

記
』
（
恒
例
第
一
一
、
駒
牽
）
に
よ
れ
ば
、
左
近
衛
府
、
右
近
衛
府
の
順
に
射
た
よ
う
で

あ
る
。
『
西
宮
記
』
に
は
兵
衛
府
に
関
す
る
記
載
が
見
え
な
い
が
、
『
延
喜
式
』
左
兵

衛
府
の
駒
牽
の
条
に
は
「
騎
射
官
人
兵
衛
惣
六
人
」
と
あ
り
五
日
に
も
兵
衛
府
の
射

手
が
い
る
の
で
、
右
近
衛
府
の
後
に
射
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
順
序
は
五
日
も
同
様

で
、
『
儀
式
』
に
も
左
近
衛
府
、
右
近
衛
府
、
左
右
兵
衛
府
の
順
に
行
う
こ
と
が
見
え

る
。
六
日
は
『
儀
式
』
に
「
先
射
一
一
五
寸
的
、
〈
近
衛
府
各
六
人
、
兵
衛
府
各
四

人
、
）
次
六
寸
的
、
並
当
府
判
官
立
殿
前
二
奏
射
者
交
名
二
（
中
略
）
次
東
宮
坊

帯
刀
舎
人
十
人
射
一
五
寸
的
」
と
あ
る
よ
う
に
、
的
別
に
近
衛
府
、
兵
衛
府
の
順
で

騎
射
し
、
最
後
に
東
宮
帯
刀
舎
人
が
五
寸
的
を
射
る
、
と
い
う
手
順
に
な
っ
て
お
り
、

六
日
だ
け
騎
射
の
内
容
が
異
な
る
。
異
な
る
点
を
あ
げ
る
と
、
ま
ず
、
東
宮
坊
帯
刀

舎
人
は
、
六
日
の
騎
射
に
し
か
見
え
な
い
。
ま
た
、
五
寸
的
、
六
寸
的
と
的
の
大
き

さ
別
に
順
次
騎
射
を
行
う
次
第
と
な
る
。
『
延
喜
式
』
（
左
右
近
衛
府
）
に
「
凡
騎
射

的
百
廿
六
枚
受
一
一
木
工
寮
、
但
駒
牽
井
六
目
的
当
府
備
レ
之
」
と
し
て
、
五
日
の
騎

射
用
の
的
は
木
工
寮
が
、
駒
牽
の
日
と
六
日
の
騎
射
用
の
は
近
衛
府
が
準
備
す
る

2
0

五
日
の
騎
射
で
用
い
ら
れ
る
的
の
大
き
さ
は
、
『
延
喜
式
』
（
木
工
寮
）
に
よ
れ
ば

「
騎
射
的
〈
径
一
尺
五
寸
〉
」
で
、
六
日
の
五
寸
・
六
寸
の
的
レ
に
比
べ
て
三
倍
ほ
ど

の
大
き
さ
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
六
日
儀
の
騎
射
は
、
駒
牽
・
五
日
儀
の
騎
射
に
比

べ
て
は
る
か
に
小
さ
く
、
高
度
な
騎
射
技
術
を
要
す
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

騎
射
の
射
手
に
つ
い
て
見
る
と
、
「
前
一
月
、
左
右
近
衛
・
左
右
兵
衛
等
府
各
試
1
練

応
レ
射
人
、
造
レ
簿
移
兵
部
省
こ
（
『
儀
式
』
）
、
「
凡
騎
射
人
於
一
本
府
馬
場
一
教
習
、

其
歴
名
簿
移
一
兵
部
、
前
レ
節
」
日
間
移
一
馬
寮
一
、
又
前
レ
節
七
日
車
駕
幸
射
殿
一

試
コ
閲
御
馬
、
詑
将
監
己
下
惣
廿
人
、
便
供
騎
射
、
（
中
略
）
当
衛
判
官
一
人
、

立
一
殿
庭
一
奏
一
射
手
姓
名
」
（
『
延
喜
式
』
左
右
近
衛
府
）
と
見
え
、
射
手
は
一
ヶ
月

前
か
ら
本
府
に
お
い
て
騎
射
の
調
習
を
し
、
名
簿
に
載
せ
ら
れ
兵
部
省
に
提
出
さ
れ
、

節
会
前
日
に
は
名
簿
は
馬
寮
に
も
因
さ
れ
た
。
兵
部
省
へ
の
提
出
は
、
「
射
畢
即
録

中
レ
的
人
数
一
申
レ
官
、
毎
レ
中
一
二
的
給
布
一
端
」
（
『
延
喜
式
』
兵
部
省
）
と
、

騎
射
の
射
手
の
成
績
を
記
録
し
、
的
中
数
に
応
じ
て
射
手
に
布
を
給
う
た
め
で
あ
る
。

馬
寮
は
「
左
右
各
以
奏
文
一
附
一
御
監
、
〈
一
寮
奏
載
一
射
手
官
人
以
下
官
姓
名
、

一
寮
奏
載
所
レ
出
之
国
毛
色
、
左
右
隔
年
互
奏
〉
」
（
『
同
』
馬
寮
、
五
日
式
）
と
あ

り
、
五
日
儀
に
お
い
て
御
馬
の
出
自
と
毛
色
を
記
し
た
り
ス
ト
と
同
じ
く
騎
射
の
射

手
の
リ
ス
ト
も
馬
寮
が
作
成
・
奏
上
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
駒
牽
の
騎
射
の
射
手
は
、

近
衛
府
が
将
監
以
下
各
二
十
人
、
兵
衛
府
が
兵
衛
各
六
人
で
あ
る
（
『
延
喜
式
』
）
。

五
日
儀
で
騎
射
を
行
う
人
数
は
『
西
宮
記
』
（
恒
例
第
二
、
五
月
、
菖
蒲
事
）
に
「
諸

衛
射
了
、
〈
左
右
近
少
将
以
下
情
二
人
、
兵
衛
佐
以
下
十
二
人
、
け
〉
」
、
（
臨
時
六
、

次
将
事
）
に
「
五
月
五
日
節
日
、
左
右
少
将
一
人
奉
仕
騎
射
」
と
あ
る
と
と
か
ら
、

少
将
各
一
人
と
将
監
以
下
各
二
十
人
で
、
少
将
を
の
ぞ
け
ば
駒
牽
の
人
数
と
ま
っ
た

く
同
じ
で
あ
る
。
五
日
儀
の
兵
衛
府
の
射
手
は
、
『
西
宮
記
』
に
十
二
人
と
あ
る
が

『
延
喜
式
』
は
官
人
二
人
と
兵
衛
十
人
と
し
て
お
り
、
各
十
二
人
で
あ
る
。

し
か
し
、
的
が
小
さ
く
な
る
六
日
儀
で
は
、
先
に
引
用
し
た
『
儀
式
』
に
五
寸
的

を
射
る
近
衛
府
は
各
六
人
、
兵
衛
府
は
各
四
人
と
あ
り
、
『
延
喜
式
』
に
よ
れ
ば
近
衛
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府
の
五
寸
的
は
六
人
、
六
寸
的
は
四
人
の
計
十
人
、
左
右
合
わ
せ
て
二
十
人
で
、
兵

衛
府
は
五
寸
的
が
四
人
、
六
寸
的
が
二
人
の
計
六
人
、
左
右
合
わ
せ
て
十
二
人
で
、

五
日
儀
と
比
較
す
る
と
近
衛
府
・
兵
衛
府
と
も
に
射
手
が
半
数
に
な
っ
て
い
る
。
六

日
の
騎
射
の
的
が
五
日
の
そ
れ
に
比
べ
三
分
の
一
の
大
き
さ
で
あ
り
、
よ
り
高
度
な

騎
射
技
術
を
要
す
る
こ
と
か
ら
、
技
能
の
高
い
者
が
選
抜
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
か
ら
節
会
を
構
成
す
る
三
日
間
の
騎
射
の
違
い
を
ま
と
め
る
と
次
の
表
ー
と
な
る
。

で
は
、
よ
り
技
術
を
要
す
る
六
日
儀
の
騎
射
の

射
手
は
、
ど
の
よ
う
に
選
抜
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

次
の
『
西
宮
記
』
（
恒
例
第
二
、
四
月
、
駒
牢
）

が
手
が
か
り
と
な
る
（
傍
線
筆
者
。
以
下
同
じ
）

0

2 0 1 5 

駒’草 五日儀 ／、日儀

①た近衛府 〔D左近衛府 ①五寸的（近衛府・兵衛府）

騎射手順 ②右近衛府 ②右近衛府 ②六、I的（近衛府・兵衛附）

③左右兵衛府 ③左右兵衛府 CT! 1i 、「的（東宮帯）J舎人）

射干
i左衛府各 20人 近衛府各 20人 近衛府各 10人

兵衛府各 12人 兵衛府各 12人 兵衛府各 6人

的径 尺五、l 五、j・六寸

的準備 当月子 木 I寮 当府

第 6号史人

五月五日節会における騎射表 1

（
前
略
）
奏
四
府
騎
射
文
事
、
〈
将
佐
等

挿
一
射
手
奏
文
候
階
下
、
左
右
大
将
降
レ

殿
撤
レ
弓
、
各
執
一
近
衛
・
兵
衛
奏
杖
二
枚
一
、

登
レ
自
南
東
階
、
経
一
公
卿
後
一
、
脆
レ
於
一

御
座
南
辺
一
、
進
左
廻
退
還
、
撤
一
一
主
日
杖
候

本
座
一
〉
、
左
射
手
上
、
〈
近
衛
・
兵
衛
立
レ
的
、

各
立
一
三
所
一
、
〉
左
近
射
、
将
監
奏
レ
名
、

〈
将
監
執
レ
晴
、
越
ワ
出
白
本
陣
一
、
到
西

坪
西
南
頭
脆
、
日
置
レ
弓
奏
射
宕
姓
名
、

近
衛
舎
人
立
胡
床
、
一
奏
後
立
射
了
、
大

将

於

御

前

定

射

手

、

並

仰

次

将

次

し

之
、
為
真
射
手
結
、
〉
田
宅
、
将
監
退
出
、

右
府
、
如
レ
前
、
〈
有
異
能
射
者
、
別
修

奏
文
列
射
子
、
未
レ
供
奉
之
、
〉
（
後

略）

駒
牽
の
日
の
騎
射
の
次
第
を
抜
粋
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
日
の
騎
射
で
は
射
手

が
射
終
わ
っ
て
近
衛
大
将
が
天
皇
の
御
前
で
「
定
射
手
」
め
る
と
あ
り
、
こ
れ
を

「
真
射
手
結
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
駒
牽
と
五
日
儀
の
射
手
の
人
数
は
同
じ
で
あ

る
か
ら
、
こ
こ
で
「
射
手
を
定
め
る
」
と
は
、
六
日
儀
の
射
手
の
選
抜
を
指
す
だ
ろ

う
。
『
北
山
抄
』
（
大
将
儀
、
駒
牽
）
に
も
「
此
円
、
騎
射
之
問
、
大
将
於
一
御
前
、

定
射
手
、
射
手
並
仰
次
将
一
、
為
真
手
結
一
一
五
々
」
と
あ
り
、
駒
牽
の
日
の
騎

射
を
も
っ
て
「
貞
手
結
」
と
し
射
手
を
定
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
『
北
山
抄
』
が
伝
聞

の
形
式
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
す
で
に
五
月
五
日
節
会
が
廃
絶
し
た
後
で
あ
り
、
節

会
と
同
じ
く
駒
牽
も
行
わ
れ
な
く
な
っ
て
い
た
た
め
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
駒
牽
の
騎
射

は
、
五
日
儀
の
騎
射
の
リ
ハ
ー
サ
ル
で
も
あ
る
が
、
六
日
儀
の
騎
射
に
参
仕
す
る
近

衛
府
の
射
手
を
選
ぶ
た
め
の
真
手
結
と
し
て
の
役
割
が
あ
っ
た
と
言
え
る
。

♂
方
で
五
日
儀
の
騎
射
は
、
四
衛
府
の
射
手
が
騎
射
技
術
を
錬
磨
し
た
成
果
を
天

皇
に
披
露
す
る
本
番
で
あ
る
。
八
世
紀
の
五
日
儀
の
騎
射
は
、
天
皇
親
衛
軍
お
よ
び

戦
時
将
軍
直
衛
軍
と
し
て
の
実
戦
武
芸
水
準
の
維
持
向
L
L

を
め
ざ
す
天
皇
に
よ
る
観

閲
で
あ
っ
た
が
、
新
羅
と
の
朝
貢
関
係
を
解
消
し
て
東
ア
ジ
ア
国
際
秩
序
か
ら
離
脱

す
る
方
向
に
転
換
（
7

）
し
た
九
世
紀
に
は
、
本
来
の
騎
射
の
意
義
は
薄
れ
て
い
た
。

さ
て
本
番
の
騎
射
の
結
果
が
ど
う
記
録
さ
れ
何
に
使
わ
れ
た
か
を
見
る
と
、
兵
部

省
の
丞
・
録
・
史
生
が
「
記
左
近
衛
府
馳
射
者
中
不
」
「
相
替
記
右
近
衛
中
不
」

「
相
替
記
一
左
右
兵
衛
中
不
」
と
あ
り
、
兵
部
省
官
人
に
よ
っ
て
各
射
手
の
騎
射
成

績
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
先
に
引
用
し
た
『
延
喜
式
』
（
兵
部
省
）
の
通
り
、

兵
部
省
が
騎
射
の
成
績
に
応
じ
て
布
を
給
わ
る
人
と
布
の
数
を
算
出
し
、
太
政
官
に

申
請
す
る
た
め
で
あ
る
。
五
日
の
騎
射
で
兵
部
省
が
各
射
手
の
騎
射
成
績
を
つ
け
る

の
は
、
そ
の
成
績
に
応
じ
て
太
政
官
大
蔵
省
を
通
じ
て
射
芸
披
露
に
対
す
る
給
禄

を
行
う
た
め
の
も
の
で
、
騎
射
成
績
に
よ
っ
て
射
手
の
選
抜
を
す
る
た
め
で
は
な
か

っ
た
。
ま
た
、
詳
し
く
は
後
述
す
る
が
、
九
世
紀
の
手
結
に
は
焼
尾
荒
鎮
の
役
割
が

あ
り
、
衛
府
の
長
官
が
手
結
の
日
に
饗
禄
を
設
け
る
こ
と
が
特
例
と
し
て
認
め
ら
れ

て
い
た
。
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表2 騎射手結の役割

四府の馬場での調習→

以
上
か
ら
、
九
世
紀
に
お
け
る
騎
射
で
の
射
手
の
管
理
に
は
、

①
節
会
五
日
儀
の
兵
部
省
に
よ
る
も
の
と
、
②
節
会
六
日
儀
の
近

衛
府
の
射
手
の
選
抜
の
た
め
の
近
衛
府
に
よ
る
も
の
、
の
二
種
類

が
あ
っ
た
と
言
え
る
。
そ
の
内
容
を
表
2
に
示
し
た
。
①
は
四
衛

府
そ
れ
ぞ
れ
の
馬
場
で
お
こ
な
わ
れ
た
調
習
を
も
と
に
四
府
が
作

成
し
た
射
手
の
交
名
を
兵
部
省
に
提
出
し
た
の
ち
、
駒
牽
で
本
番

に
備
え
た
リ
ハ
ー
サ
ル
を
行
い
、
本
番
で
あ
る
五
日
儀
の
騎
射
成

績
を
記
録
し
成
績
に
応
じ
た
禄
の
支
給
を
行
う
、
と
い
う
流
れ
で

進
行
し
、
そ
の
聞
の
射
手
の
管
理
は
兵
部
省
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た

の
で
あ
る
。
②
は
各
衛
府
の
馬
場
で
の
調
習
（
荒
手
結
）
の
の
ち
、

駒
牽
（
真
手
結
）
で
六
日
儀
の
騎
射
射
手
を
選
抜
、
六
日
儀
の
高

度
な
騎
射
に
臨
む
、
と
い
う
流
れ
に
な
り
、
手
結
当
日
に
は
衛
府

長
官
に
よ
っ
て
饗
禄
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
①
は
律
令

国
家
の
国
家
儀
礼
と
し
て
太
政
官
兵
部
省
の
統
轄
に
よ
っ
て
行

わ
れ
た
五
月
五
日
節
会
の
な
か
で
、
騎
射
に
奉
仕
す
る
射
手
の
管

理
を
行
う
と
い
う
機
能
を
も
っ
手
結
と
言
え
る
。
②
は
天
皇
と
侍

臣
が
楽
し
む
娯
楽
・
余
興
的
性
格
の
た
め
に
選
り
す
ぐ
り
の
射
手

を
選
ぶ
た
め
で
あ
っ
た
。

二
、
射
礼
の
射
手
と
歩
射
手
結

（1
）
射
礼
と
射
礼
の
射
手

射
礼
は
奈
良
朝
に
始
ま
り
、
朝
堂
院
や
豊
楽
院
を
会
場
に
、
射

手
に
は
親
王
以
下
全
官
人
、
衛
府
官
人
・
舎
人
、
東
宮
帯
刀
、
時

に
は
外
交
使
節
も
加
わ
っ
て
大
規
模
に
催
さ
れ
た

2
0
五
月
五
日

節
会
に
お
け
る
騎
射
と
同
様
に
、
平
安
初
期
ま
で
は
全
官
人
の
日

頃
の
武
芸
錬
磨
を
簡
閲
す
る
場
と
し
て
機
能
し
、
重
要
な
国
家
儀

礼
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
衛
府
宮
人
に
補
任
し
征
討
軍
の
幕
僚
に
補
任
す
る
こ
と
も
想

定
し
て
の
観
閲
で
あ
っ
た
が
、
上
記
の
よ
う
な
対
外
的
軍
備
の
必
要
性
の
消
滅
と
も

関
係
し
て
徐
々
に
天
皇
の
出
御
が
な
く
な
り
、
九
世
紀
半
ば
以
降
は
公
卿
監
督
の
も

と
に
建
礼
門
大
庭
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
な
ど
、
明
ら
か
に
衰
退
・
縮
小
が
認
め

ら
れ
る
。
一

O
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
も
五
月
五
日
節
会
の
よ
う
に
廃
絶
は
せ
ず
、
平

安
中
・
後
期
、
鎌
倉
期
に
も
毎
年
行
わ
れ
た
。
た
だ
し
、
天
皇
が
全
官
人
の
武
芸
を

観
閲
す
る
と
い
う
本
来
的
な
意
義
は
喪
失
し
、
建
礼
門
や
里
内
一
畏
の
そ
れ
に
見
立
て

ら
れ
た
場
所
で
公
卿
を
上
卿
と
し
て
形
式
的
に
存
続
し
て
い
る
の
み
で
あ
っ
た
。
対

照
的
に
、
射
礼
翌
日
の
賭
弓
は
天
皇
出
御
の
も
と
公
卿
・
殿
上
人
が
列
席
し
、
四
衛

府
の
賭
弓
の
観
戦
や
近
衛
府
の
勝
負
楽
の
演
奏
と
と
も
に
饗
宴
が
設
け
ら
れ
、
華
や

か
に
行
わ
れ
た
こ
と
が
『
小
右
記
』
な
ど
平
安
中
・
後
期
の
古
記
録
か
ら
知
ら
れ
る
。

歩
射
の
手
結
に
つ
い
て
考
察
す
る
前
段
階
と
し
て
、
射
礼
に
お
け
る
射
手
の
範
囲

の
変
化
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
七
世
紀
末

1
八
世
紀
に
は
、
「
公
卿
大
夫
及
百

寮
諸
人
初
位
以
上
射
一
一
子
西
門
庭
一
」
、
「
五
位
以
上
射
」
・
「
六
位
以
下
射
、
四
日
而

畢
ご
な
ど
の
実
例
や
、
親
王
以
下
初
位
に
至
る
ま
で
歩
射
成
績
に
応
じ
て
禄
が
規
定

さ
れ
た
「
大
射
禄
法
」
が
史
料
に
見
え
（
ヱ
、
「
大
射
」
儀
と
し
て
衛
府
だ
け
で
な
く

親
王
以
下
全
官
人
に
よ
る
歩
射
が
行
わ
れ
て
い
た
。
し
ば
し
ば
新
羅
や
湖
海
な
ど
の

外
交
使
節
が
参
列
す
る
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
折
に
は
使
節
も
射
手
に
加
え
ら
れ
た
（
叩
）

O

し
か
し
、
六
位
以
下
の
歩
射
は
天
長
八
年
（
八
三
一
）
に
「
五
位
巳
下
不
レ
射
」
と

あ
る
の
を
最
後
に
実
例
で
は
確
認
出
来
な
く
な
り
、
同
時
代
の
儀
式
書
で
あ
る
『
内

裏
式
』
に
も
見
え
な
く
な
る
。
ま
た
、
弘
仁
二
年
（
八
一
一
）
を
最
後
に
崩
海
外
交

使
節
が
射
礼
に
参
列
す
る
こ
と
も
な
く
な
り
、
射
礼
は
親
王
以
下
五
位
以
上
と
衛
府

の
歩
射
が
行
わ
れ
る
儀
と
な
る
。
さ
ら
に
淳
和
朝
以
降
、
天
皇
が
出
御
せ
ず
公
卿
を

建
礼
門
大
庭
に
遣
わ
し
て
衛
府
の
歩
射
だ
け
を
行
う
儀
へ
と
縮
小
し
、
一

O
世
紀
に

は
そ
れ
が
通
例
と
な
り
、
豊
楽
院
に
出
御
し
て
親
王
以
下
五
位
の
射
も
行
わ
れ
る
形

式
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
射
手
の
範
囲
は
、
①
親
王

1
初
位
官
人
十
衛
府
（
七

1
八
世
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紀
）
、
②
親
王

1
五
位
以
上
十
衛
府
（
九
世
紀
）
、
③
衛
府
（
一

O
世
紀
）
と
段
階
を

ふ
ん
で
徐
々
に
縮
小
し
て
い
る
。
①
の
段
階
で
あ
る
「
大
射
儀
」
で
は
、
全
官
人
が

実
際
の
戦
闘
技
能
と
し
て
の
歩
射
技
術
を
日
頃
か
ら
鍛
錬
し
、
そ
の
成
果
を
天
皇
が

観
閲
す
る
と
い
う
広
義
を
持
つ
、
官
人
武
装
政
策
を
体
現
化
し
た
儀
礼
で
あ
っ
た
。

同
時
に
、
正
月
に
合
わ
せ
て
来
朝
し
儀
礼
に
参
列
す
る
外
交
使
節
に
対
し
、
官
人
武

装
政
策
が
実
際
に
機
能
し
て
い
る
こ
と
を
見
せ
る
場
と
し
て
の
役
割
も
果
た
し
て
い

た
。
①
か
ら
②
へ
の
縮
小
は
、
八
世
紀
末
の
律
令
軍
制
の
解
体
（
け
）
を
背
景
に
、
全
官

人
の
武
芸
を
観
閲
す
る
必
要
性
が
失
わ
れ
た
こ
と
が
第
一
の
一
要
因
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

新
羅
か
ら
の
外
交
使
節
が
参
列
し
な
く
な
っ
た
こ
と
で
、
大
規
模
な
歩
射
儀
を
催
す

必
要
性
が
低
下
し
た
こ
と
も
関
係
し
て
い
る
。
②
へ
の
縮
小
の
結
果
、
射
礼
は
天
皇

が
親
王
以
下
五
位
以
上
の
う
ち
の
選
ば
れ
た
い
旬
と
衛
府
の
歩
射
を
観
覧
す
る
儀
へ
と

変
化
し
た
。
さ
ら
に
②
か
ら
③
へ
の
縮
小
は
、

H
升
殿
制
の
整
備
を
背
景
に
、
一
月
活
社

会
の
編
成
原
理
が
転
換
し
た
こ
と
、
九
世
紀
末
か
ら
一

O
位
紀
初
頭
に
国
家
体
制
が

転
換
し
、
王
朝
国
家
の
宮
廷
儀
礼
へ
と
儀
礼
体
系
が
転
換
し
た
こ
と
が
要
同
で
あ
る
、

と
考
え
る
。
こ
の
時
期
の
正
月
歩
射
儀
の
変
化
と
し
て
は
、
九
世
紀
半
ば
に
内
裏
に

射
場
が
設
置
さ
れ
、
射
礼
の
翌

U
に
天
早
出
御
の
も
と
内
一
畏
射
場
で
賭
弓
が
行
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
射
礼
の
縮
小
と
賭
弓
の
成
立
に
よ
っ
て
、

公
卿
・
殿
上
人
は
天
皇
に
射
芸
を
披
露
す
る
立
場
か
ら
、
天
皇
と
と
も
に
衛
府
の
歩

射
を
観
覧
す
る
立
場
へ
と
転
換
し
た
と
言
え
る
。

（2
）
歩
射
手
結

さ
て
手
結
に
論
点
を
日
そ
う
。
九
世
紀
、
ー
月
五
日
節
会
に
お
け
る
騎
射
子
結
と

同
慌
に
、
射
礼
の
前
に
も
本
香
の
歩
射
に
備
え
た
射
手
の
練
習
と
し
て
歩
射
手
結
が

行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
ず
は
『
儀
式
』
（
巻
第
七
、
十
七
円
観
射
儀
）
を
中

心
に
『
延
喜
式
』
『
丙
古
記
』
（
恒
例
第
一
、
正
月
、
射
礼
、
豊
楽
院
儀
）
等
の
儀
式

書
か
ら
射
礼
に
お
け
る
射
子
と
歩
射
子
結
の
内
科
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
く
。
射
礼

の
十

H
前
、
兵
部
省
は
親
王
以
下
五
位
以
上
か
ら
能
射
の
在
二
十
人
を
筒
定
し
、

「
省
家
南
門
弓
庭
」
で
歩
射
の
調
習
を
行
う
。
『
延
存
式
』
（
兵
部
省
）
で
は
、
ト
て

第 6号史人

月
一
一
ト
l
H
に
一
一
一
十
人
の
射
手
を
点
し
射
礼
の
二
日
前
に
そ
の
う
ち
か
ら
二
卜
人
を
定

め
る
と
す
る
c

衛
府
の
射
手
は
あ
ら
か
じ
め
「
本
府
」
に
お
い
て
調
一
内
向
し
、
正
月
卜

四
日
以
前
に
射
手
を
試
し
定
め
て
そ
の
歴
名
を
兵
部
省
に
移
し
た
（
『
延
喜
式
』
左
右

近
衛
府
）
。
衛
府
と
束
宵
帯
刀
糸
口
人
の
射
手
の
人
数
は
そ
れ
ぞ
れ
近
衛
一
一
十
人

（
『
同
』
左
右
近
衛
府
）
、
兵
衛
一
一
十
人
（
『
同
』
左
右
兵
衛
府
）
、
東
宮
帯
刀
舎
人
十

人
（
『
同
』
春
宮
坊
）
で
あ
る
。
手
結
と
は
表
記
さ
れ
ず
と
も
、
本
番
に
先
立
っ
て
射

手
の
選
定
と
調
習
を
わ
う
と
い
う
点
で
騎
射
子
結
に
共
通
し
て
お
り
、
こ
の
射
手
に

か
か
る
準
備
を
九
世
紀
に
お
け
る
歩
射
手
結
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

射
礼
当
日
は
、
木
一
上
寮
が
的
を
懸
け
、
親
王
、
四
位
以
上
、
五
位
の
順
に
歩
射
を

行
う
。
五
位
以
上
の
歩
射
が
お
わ
る
と
次
に
左
右
近
衛
、
（
あ
れ
ば
束
宵
帯
刀
合
人
）
、

左
右
兵
衛
の
順
に
射
を
行
う
。
当
日
の
射
干
の
人
数
と
射
の
中
不
を
兵
部
省
が
記
録

し
、
「
給
禄
等
色
目
」
を
弁
官
に
申
し
送
る
（
『
同
』
兵
部
省
）

C

「
大
射
井
諸
衛
射
手

禄
」
は
、
射
手
の
位
階
と
「
内
規
」
「
中
規
」
「
外
規
」
「
皮
」
な
ど
の
歩
射
の
中
不

（
成
績
）
別
に
禄
の
「
調
布
」
の
端
数
が
規
定
さ
れ
て
お
り
、
射
手
の
位
階
お
よ
び

歩
射
の
成
績
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
太
政
官
を
通
じ
て
大
蔵
省
か
ら
支
給
さ
れ
た

（
『
同
』
大
蔵
省
）

0

九
世
紀
後
半
に
な
る
と
、
射
礼
に
天
皇
が
出
御
せ
ず
、
建
礼
門
に
公
卿
を
遣
わ
し

て
衛
府
の
歩
射
を
監
督
さ
せ
る
と
い
う
形
式
に
変
化
す
る
。
従
来
は
天
皇
の
出
御
の

有
無
と
儀
礼
の
場
が
建
礼
門
に
な
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
て
き
た
玉
が
、
本
稿
で
は
射

手
の
変
化
に
主
付
回
し
た
い
。
本
来
は
親
主
以
ド
五
位
以
上
の
射
手
が
存
在
し
た
が
、

衛
府
及
び
東
宮
帯
刀
舎
人
の
射
手
の
み
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
初
見
は
天
長
一
一
年

（
八
一
一
五
）
で
あ
り
、
同
八
年
、
求
和
七
年
（
八
四

O
）
、
同
十
王
年
と
続
き
、
清
和

・
文
徳
・
陽
成
朝
に
は
そ
の
数
も
格
段
に
増
え
、
一
一
時
光
孝
朝
に
は
川
例
に
復
し
た

が
、
「
丙
｛
日
記
』
に
は
「
佳
礼
門
不
出
御
儀
」
と
し
て
そ
の
次
第
を
載
せ
る
な
ど
平
安

巾
期
に
は
常
態
化
し
た
。
八
叶
一
紀
に
は
親
七
以
下
五
位
以
卜
及
び
六
位
以
下
の
射
手

と
諸
衛
府
の
射
手
で
構
成
さ
れ
た
大
規
模
な
歩
射
儀
で
あ
っ
た
が
、
九
位
紀
中
国
に

天
日
の
出
御
が
無
く
な
る
と
同
時
に
、
親
王
・
公
卿
と
一
九
杭
以
上
及
び
ぃ
ハ
位
以
下
の
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射
手
は
見
え
な
く
な
り
、
四
衛
府
の
歩
射
を
行
う
行
事
へ
と
縮
小
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

『
延
喜
式
』
（
大
蔵
省
）
が
禄
の
支
給
に
つ
い
て
、
「
大
射
井
諸
衛
射
手
」
と
し
て
い

る
の
は
、
天
皇
出
御
の
も
と
親
王
以
下
五
位
以
上
と
六
位
以
下
も
含
む
全
宵
人
が
射

手
と
し
て
奉
仕
す
る
「
大
射
」
儀
と
、
天
皇
は
出
御
せ
ず
「
衛
府
射
手
」
だ
け
の
歩

射
儀
が
並
存
し
て
い
た
状
況
を
反
映
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

射
礼
の
手
結
は
親
王
以
下
五
位
以
上
の
射
手
が
兵
部
省
で
、
衛
府
は
そ
れ
ぞ
れ
の

本
府
で
行
う
と
い
う
よ
う
に
、
二
系
統
に
分
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、

九
世
紀
の
段
階
で
は
両
系
統
と
も
に
、
射
子
の
歴
名
は
兵
部
省
の
管
理
す
る
と
こ
ろ

で
あ
り
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
射
礼
当
日
の
歩
射
の
成
績
は
兵
部
省
で
記
録
し
、
射

手
の
位
階
と
射
の
成
績
に
応
じ
て
大
蔵
省
か
ら
禄
が
支
給
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
ど

ち
ら
も
律
令
国
家
の
国
家
儀
礼
で
あ
る
射
礼
の
た
め
の
準
備
段
階
で
あ
る
。
こ
の
歩

射
手
結
の
性
格
は
五
月
五
日
節
会
に
お
け
る
騎
射
手
結
に
共
通
し
て
い
る
。
た
だ
し
、

五
月
五
日
節
会
が
廃
絶
し
た
の
に
対
し
て
射
礼
は
縮
小
し
つ
つ
も
平
安
末
期
ま
で
行

わ
れ
た
と
い
う
違
い
が
あ
る
。

（3
）
兵
部
手
結

そ
の
違
い
を
表
し
て
い
る
も
の
の
一
つ
に
、
兵
部
手
結
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
O
世
紀
以
降
、
正
月
に
見
ら
れ
る
手
結
に
は
、
近
衛
府
の
行
事
と
し
て
の
歩
射
手

結
の
ほ
か
に
兵
部
手
結
が
あ
る
。
一

O
世
紀
以
降
の
手
結
と
言
え
ば
近
衛
府
の
手
結

だ
け
が
考
察
の
対
象
と
さ
れ
、
兵
部
手
結
は
ふ
れ
ら
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
い
。

近
衛
府
の
手
結
と
は
別
に
行
わ
れ
る
兵
部
手
結
と
は
何
の
た
め
に
お
こ
な
わ
れ
た
手

結
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
。

長
和
一
年
（
一

O
二
二
）

三
月
の
兵
部
手
結
を

『
小
右
記
』

か
ら
取
り
上
げ
る
と
、

九
日
、
（
中
略
）
兵
部
史
生
ム
丸
云
、
今
日
手
結
、
可
一
一
参
入
一
者
、
答
有
レ
所
レ

煩
由
了
、
府
荒
手
結
、
（
後
略
）

十
日
、
（
中
略
）
資
平
云
、
昨
兵
部
手
結
、
中
納
言
俊
賢
・
行
成
、
参
議
兼
隆

参
入
、
依
一
一
頭
中
将
催
仰
一
、
殿
上
人
等
参
入
、
蔵
人
式
部
丞
頼
祐
参
入
、
卿

相
大
驚
、
頼
祐
云
、
依
一
頭
中
将
催
所
参
入
也
者
、
し
ハ
位
不
レ
参
一
射
礼
、

（
出
カ
）

伺
令
一
退
立
了
者
、

兵
部
手
結
の

H
、
兵
部
省
の
史
生
が
実
資
の
も
と
に
手
結
に
参
入
し
て
下
さ
い
と
連

絡
に
き
た
が
、
実
資
は
参
入
で
き
な
い
と
答
え
た
。
翌
日
、
養
子
の
資
平
が
、
昨
日

の
兵
部
手
結
に
つ
い
て
伝
え
た
内
容
で
は
、
手
結
に
は
中
納
言
源
俊
賢
と
藤
原
行
成
、

参
議
藤
原
兼
隆
が
参
入
し
、
頭
中
将
（
藤
原
公
信
）
が
参
入
を
催
し
た
の
で
殿
と
人

ら
も
手
結
に
参
入
し
た
が
、
」
ハ
位
蔵
人
の
藤
原
頼
祐
も
参
入
し
て
き
た
た
め
、
六
枚

は
射
礼
に
参
入
し
な
い
と
い
う
理
由
で
退
出
さ
せ
た
、
と
し
て
い
る
。
兵
部
手
結
は

公
卿
の
着
行
の
も
と
に
兵
部
省
の
ス
タ
ッ
フ
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
、

参
入
し
た
殿
上
人
は
射
手
と
し
て
参
入
し
た
も
の
だ
ろ
う
。
射
礼
に
六
位
が
参
入
し

な
い
と
い
う
理
由
で
、
参
入
し
た
六
位
蔵
人
を
帰
し
た
こ
と
か
ら
、
兵
部
手
結
が
、

五
位
以
上
が
射
手
資
格
を
持
っ
て
い
た
本
来
は
正
月
に
行
わ
れ
る
べ
き
（
こ
こ
で
は

三
月
に
行
わ
れ
て
い
る
が
）
射
礼
の
為
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

『
西
宮
記
』
（
恒
例
第
一
、
兵
部
手
結
事
）
に
は
「
上
卿
執
射
手
簡
一
、
点
能
射

〈
王
卿
以
下
叶
中
、
点
能
射
廿
人
ご
と
あ
り
、
兵
部
子
結
は
王
卿
以
下
三
十
人

の
う
ち
か
ら
二
卜
人
の
射
手
を
選
ぶ
と
い
う
内
容
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
射
手
の

範
囲
や
人
数
か
ら
、
と
の
兵
部
手
結
は
、
前
掲
の
『
延
喜
式
』
（
兵
部
省
）
の
規
定
の

う
ち
、
親
王
以
下
五
位
以
上
の
射
手
二
十
人
を
対
象
と
す
る
部
分
に
対
応
す
る
も
の

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
五
月
五
日
節
会
は
節
会
そ
の
も
の
が
廃
絶
し
た
た
め
、

節
会
の
準
備
段
階
と
し
て
の
騎
射
手
結
が
そ
の
機
能
を
失
っ
た
の
に
対
し
、
射
礼
は

儀
礼
と
し
て
存
続
し
た
。
射
礼
に
五
位
以
上
が
射
手
と
し
て
参
加
す
る
こ
と
は
ほ
と

ん
ど
な
く
な
っ
た
が
、
そ
の
調
習
だ
っ
た
手
結
は
独
立
行
事
化
し
て
、
殿
上
人
の
余

興
と
し
て
公
卿
の
簡
聞
の
も
と
で
兵
部
手
結
と
し
て
存
続
し
た
の
で
あ
る
。

〈4
）一

O
世
紀
以
降
の
衛
府
歩
射
手
結

で
は
、
射
礼
の
た
め
に
そ
れ
ぞ
れ
の
衛
府
で
調
習
を
行
う
手
結
は
一

O
世
紀
以
降

ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
だ
ろ
う
か
。
一

O
世
紀
以
降
の
近
衛
府
の
手
結
に
つ
い
て
は

( 152) 



2 0 1 5 

先
学
に
詳
し
く
史
料
も
豊
富
で
あ
る
。
で
は
左
右
兵
衛
・
左
右
衛
門
の
四
府
の
一

O

世
紀
以
降
の
手
結
は
い
つ
、
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
だ
ろ
う
か
。
『
権
記
』
寛
弘
元
年

（一

O
O
凹
）
正
月
ト
五
日
条
に
は
「
左
兵
衛
手
結
、
伺
伊
成
参
入
」
と
見
え
、
射

礼
に
先
立
っ
て
左
兵
衛
府
の
手
結
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
実
資
が
参
議

・
左
兵
衛
叙
目
で
あ
っ
た
医
暦
四
年
（
九
九
三
）
正
月
の
『
小
右
記
』
に
は
、
「
府
生
忠

（悦）

行
持
来
手
結
、
権
佐
伊
頼
朝
匝
一
人
着
行
」
（
十
三
日
条
）
、
「
早
朝
ド
給
手
結
、

今
H
令
レ
行
加
供
事
、
今
日
真
一
手
結
、
遣
家
司
朝
大
夫
等
於
府
ム
ロ
レ
行
佐
射
手

官
人
以
下
禄
事
」
（
十
四

H
条
行
間
傍
主
目
）
と
あ
り
、
兵
衛
府
手
結
も
近
衛
府
手
結

と
同
じ
く
荒
手
結
・
真
手
結
が
あ
り
、
長
官
で
あ
る
兵
衛
督
の
実
資
が
手
結
に
着
行

し
た
佐
と
射
手
の
官
人
ら
に
禄
を
給
う
よ
う
家
司
を
遣
わ
し
た
。
『
左
経
記
』
長
元
元

年
（
一

O
今
一
八
）
正
月
に
は
兵
衛
府
・
衛
門
府
の
手
結
に
関
す
る
一
連
の
記
事
が
あ

る。

第日号

卜
五
日
、
（
前
略
）
右
中
弁
相
一
不
云
、

右
府
官
一
仰
下
云
々
、
（
後
略
）

十
六
日
、
（
前
略
）
右
衛
門
権
佐
為
詩
語
一
五
、
今
朝
従
府
督
御
許
、
可
レ
着

手
番
之
内
有
御
消
息
、
而
称
下
寵
御
物
忌
之
由
じ
不
レ
参
、
雄
レ
然
依
重

御
消
息
参
レ
府
、
令
レ
行
一
手
結
、
左
右
兵
衛
同
行
－
手
番
云
々
、
余
公
同
一
五
、

府
之
手
番
是
依
射
礼
所
ν
行
、
巳
停
止
了
、
何
行
レ
之
哉
、
為
レ
奇
者
、

十
七
日
、
（
前
略
）
有
レ
次
府
之
手
番
申
関
白
殿
、
被
レ
仰
一
五
、
停
！
止
射
礼

之
時
敢
不
〆
可
レ
行
、
若
未
レ
聞
停
止
之
由
敗
、
為
レ
善
者
、
（
後
略
）

射
礼
井
兵
部
手
番
可

停
止
之
由
奉

史人

記
、
王
源
経
頼
は
左
中
弁
で
あ
る
。
前
年
十
二
月
四
日
の
道
長
逝
去
に
よ
り
、
正
月
十

一
一
日
、
十
七
日
の
射
礼
は
停
止
に
決
ま
っ
て
い
た
。
十
五
日
、
左
中
弁
経
頼
は
、
右

中
弁
藤
原
章
信
か
ら
、
射
礼
と
兵
部
手
結
を
停
止
す
る
こ
と
を
右
大
臣
実
資
の
宣
を

受
け
て
関
係
部
署
に
宣
旨
を
下
し
た
こ
と
を
聞
い
た
。
翌
十
六
日
に
は
、
右
衛
門
権

牧
源
為
義
が
経
頼
に
、
府
督
中
納
言
実
成
か
ら
府
子
結
に
着
行
す
る
よ
う
連
絡
を
受

け
て
本
府
で
手
結
を
行
わ
せ
た
、
左
兵
衛
府
も
行
っ
た
と
一
一
一
一
口
う
こ
と
だ
、
と
語
っ
た
。

経
頼
は
、
府
手
結
は
射
礼
の
射
手
を
選
ぶ
た
め
に
行
う
も
の
で
、
今
年
は
停
止
す
る

こ
と
に
な
っ
た
の
だ
か
ら
す
る
、
必
要
は
な
い
の
に
な
ぜ
ゃ
っ
た
の
か
、
と
返
事
を
し

た
。
翌
ト
七
日
、
経
頼
は
、
別
の
用
の
つ
い
で
に
府
手
結
の
こ
と
に
つ
い
て
関
白
頼

通
に
報
告
し
た
。
関
白
は
射
礼
を
停
止
し
た
年
に
手
結
を
す
る
必
要
は
な
い
、
と
一
一
一
口

っ
た
。
経
頼
は
、
関
白
は
射
礼
停
止
の
こ
と
を
聞
い
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、

知
ら
せ
て
よ
か
っ
た
、
と
思
っ
た
。

さ
て
こ
の
一
連
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
左
右
近
衛
府
だ
け
で
な
く
左
右
兵
衛
府
・
左

右
衛
門
府
も
射
礼
に
先
立
ち
手
結
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
そ
の
手

結
を
、
近
衛
府
の
場
合
と
同
じ
く
「
府
之
子
番
」
と
呼
ん
で
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ま

た
、
兵
衛
府
・
衛
門
府
の
手
結
は
射
礼
の
た
め
に
行
う
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か

る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
『
小
右
記
』
長
和
五
年
（
一

O
二
ハ
）
二
月
一
一
十
六
日
条

に
も
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
日
実
資
は
道
長
か
ら
、
当
年
の
賭
弓
を
行
う
か
ど
う
か

相
談
を
受
け
た
。
実
資
は
、
後
一
条
天
皇
が
即
位
の
後
に
ま
だ
旬
儀
を
行
っ
て
い
な

い
の
に
、
旬
儀
よ
り
先
に
賭
弓
を
行
う
の
は
い
か
が
な
も
の
か
、
と
り
わ
け
賭
弓
に

つ
い
て
は
国
忌
の
た
め
に
一
月
か
ら
三
月
へ
月
を
変
更
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ

は
吉
例
で
は
な
い
か
ら
、
賭
弓
は
行
わ
な
い
方
が
よ
い
と
返
答
し
て
い
る
。
し
か
し
、

「
依
衛
府
手
結
事
」
と
い
う
理
由
で
射
礼
は
行
う
の
は
適
当
で
あ
る
と
述
べ
て
お

り
、
衛
府
の
歩
射
手
結
が
九
世
紀
と
同
じ
く
射
礼
と
連
動
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
記
事
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
左
右
近
衛
・
左
右
兵
衛
・
左
右
衛

門
府
は
射
礼
の
た
め
の
事
前
準
備
と
し
て
手
結
を
行
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
、
し
た

が
っ
て
射
礼
が
な
い
年
に
は
行
わ
な
い
が
賭
弓
の
有
無
と
は
無
関
係
に
行
わ
れ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
近
衛
府
の
手
結
は
射
礼
の
翌
日
に
行
わ
れ
た
賭
弓
の

射
子
を
決
定
す
る
予
選
会
（
日
）
の
役
割
も
果
た
し
て
お
り
、
賭
弓
に
は
兵
衛
府
か
ら
も

射
子
が
出
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
近
衛
府
・
兵
衛
府
に
閲
し
て
は
射
礼
の
射
手
の
調
宵

・
リ
ハ
ー
サ
ル
だ
け
で
な
く
、
賭
づ
の
射
手
の
選
考
会
の
機
能
を
備
え
て
い
た
と
与

え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
虻
月
五
日
節
会
の
事
前
准
備
と
し
て
の
騎
射
手
結
が
、
節
会
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五
日
儀
の
射
手
調
習
・
リ
ハ
ー
サ
ル
に
加
え
て
、
六
日
の
余
興
的
騎
射
の
射
手
選
考

を
兼
ね
て
い
た
こ
と
と
共
通
す
る
。
五
月
五
日
節
会
は
廃
絶
し
た
た
め
、
騎
射
手
結

の
節
会
準
備
と
し
て
の
役
割
は
失
わ
れ
た
が
、
余
興
的
行
事
の
射
手
選
考
と
し
て
の

役
割
は
、
一

O
世
紀
以
降
、
神
泉
苑
や
摂
関
私
邸
へ
の
行
幸
競
馬
儀
な
ど
で
勝
敗
を

競
う
競
馬
の
乗
尻
や
騎
射
の
射
手
の
選
考
へ
と
引
き
継
が
れ
た
。
歩
射
儀
の
場
合
、

射
礼
が
一

O
世
紀
以
降
も
継
承
さ
れ
た
こ
と
で
、
衛
府
手
結
は
賭
弓
の
射
手
選
考
と

し
て
の
性
格
だ
け
で
な
く
、
射
礼
の
射
手
の
調
習
・
リ
ハ
ー
サ
ル
と
し
て
の
役
割
も

継
承
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
特
に
近
衛
府
に
つ
い
て
は
、
近
衛
府
が
運
営
・
武
芸
・
奏

楽
を
担
当
す
る
勝
負
儀
礼
で
行
う
歩
射
や
騎
射
の
技
能
を
高
め
儀
礼
を
盛
り
上
げ
る

た
め
に
、
近
衛
府
の
内
部
に
射
場
所
・
馬
場
所
と
い
っ
た
儀
礼
運
営
部
局
が
設
置
さ

れ
、
手
結
が
「
府
大
事
」
主
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

＝
一
、
九
世
紀
の
手
結
と
衛
府

前
節
ま
で
の
考
察
で
、
九
世
紀
の
手
結
が
、
五
月
五
日
節
会
及
び
射
礼
と
い
う
律

令
国
家
の
国
家
儀
礼
に
お
け
る
準
備
段
階
の
一
っ
と
し
て
の
行
事
で
あ
っ
た
こ
と
を

確
認
し
た
。
こ
こ
で
は
、
九
世
紀
に
お
け
る
五
月
五
日
節
会
の
騎
射
、
射
礼
に
お
け

る
歩
射
、
及
び
そ
の
た
め
の
手
結
と
衛
府
と
の
関
係
を
見
て
お
き
た
い
。

凡
擬
一
一
近
衛
一
者
、
預
択
判
定
便
レ
習
弓
馬
者
l

、
入
色
品
川
人
己
下
白
丁
十
人
巳

下
、
修
レ
奏
進
一
内
侍
、
奏
詑
即
遣
一
勅
使
試
一
其
才
芸
、
騎
射
一
尺
五
寸
的
、

皆
中
者
為
一
及
第
、
歩
射
冊
六
歩
十
箭
、
中
レ
的
四
巳
上
者
為
一
一
及
第
一
、
若
一

箭
不
レ
中
レ
皮
者
、
以
二
的
一
准
折
、
（
『
延
喜
式
』
左
右
近
衛
府
）

凡
擬
一
兵
衛
一
者
、
預
択
判
定
便
レ
習
一
一
弓
馬
一
者
ヘ
入
色
廿
人
巳
ド
、
白
丁
五
人

巳
下
、
修
レ
奏
進
内
侍
一
、
奏
詑
即
遣
一
一
勅
使
一
試
其
才
芸
、
騎
射
一
尺
五
寸

的
、
皆
中
者
為
一
及
第
一
、
歩
射
附
六
歩
十
箭
、
中
レ
的
四
巳
上
者
為
及
第
、

若
一
箭
不
レ
中
レ
皮
者

（
『
延
喜
式
』
左
右
兵
衛
府
）

以
一
二
的
一
准
折

近
衛
・
兵
衛
は
「
弓
馬
」
に
便
な
る
者
が
補
任
さ
れ
、
騎
射
と
歩
射
の
才
芸
を
試
さ

れ
る
。
騎
射
を
試
す
際
に
用
い
ら
れ
る
一
尺
五
寸
的
は
、
五
月
五
日
節
会
五
日
儀
の

騎
射
用
に
木
工
寮
が
造
作
す
る
的
と
同
じ
大
き
さ
で
あ
る
。
射
礼
で
衛
府
が
射
る
射

席
か
ら
的
（
甲
侯
）
ま
で
の
距
離
も
「
耐
六
歩
」
で
あ
り
、
左
右
近
衛
・
兵
衛
に
な

る
資
格
が
あ
る
か
ど
う
か
射
芸
を
試
す
際
の
歩
射
の
距
離
と
一
致
す
る
。
節
会
で
↓

尺
五
寸
的
の
騎
射
を
行
う
こ
と
、
射
礼
で
四
六
歩
（
一

O
O
m
弱
）
先
の
的
を
射
る

こ
と
は
、
毎
年
、
近
衛
・
兵
衛
と
し
て
の
資
格
が
あ
る
か
ど
う
か
を
観
る
こ
と
に
通

じ
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

駒
牽
の
騎
射
は
五
日
儀
の
リ
ハ
ー
サ
ル
で
あ
る
と
と
も
に
、
宣
（
手
結
と
し
て
よ
り

高
度
な
六
日
儀
の
騎
射
を
行
う
者
を
選
抜
す
る
た
め
に
行
わ
れ
た
も
の
で
も
あ
っ
た
。

騎
射
手
結
に
お
け
る
駒
牽
（
真
手
結
）
と
節
会
六
日
儀
の
関
係
は
、
歩
射
手
結
に
お

け
る
近
衛
府
・
兵
衛
府
手
結
と
正
月
賭
弓
の
関
係
と
同
じ
で
あ
る
。
で
は
、
節
会
六

日
儀
と
正
月
賭
弓
と
の
共
通
点
は
何
か
。
そ
れ
は
一

O
世
紀
以
降
、
近
衛
府
の
運
営

の
も
と
行
わ
れ
る
新
た
な
勝
負
儀
礼
と
し
て
展
開
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。

五
月
五

H
節
会
の
六
日
儀
は
、
あ
く
ま
で
も
節
会
の
二
日
日
の
行
事
で
節
会
行
事

の
一
環
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
正
月
賭
弓
は
射
礼
の
二
日

目
の
行
事
で
は
な
く
、
射
礼
と
は
異
な
る
性
格
の
行
事
で
あ
る
。
射
礼
の
翌
日
と
い

う
日
程
で
は
あ
る
が
、
賭
弓
と
同
日
に
射
遣
と
い
う
射
礼
に
付
随
す
る
行
事
が
賭
弓

と
は
別
の
場
所
で
行
わ
れ
た
こ
と
か
ら
も
、
賭
弓
を
射
礼
の
一
部
と
と
ら
え
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
ま
た
、
五
月
五
日
節
会
の
六
日
儀
の
騎
射
は
、
勝
敗
を
競
う
と
い
う

勝
負
儀
礼
の
要
素
を
も
た
ず
、
よ
り
高
度
な
騎
射
技
術
を
持
つ
者
が
そ
の
技
術
を
披

露
す
る
と
こ
ろ
に
そ
の
特
徴
が
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
九
世
紀
の
王
月
賭
射
は
、

「
賭
射
、
右
近
衛
・
右
兵
衛
並
勝
レ
之
」
（
『
類
取
れ
国
史
』
射
礼
、
天
長
元
年
〈
八
二

四
〉
正
月
十
八
日
）
、
「
亦
幸
豊
楽
院
一
、
観
て
諸
衛
府
賭
射
、
公
家
以
一
白
布
給
一

勝
者
一
、
其
多
レ
箸
者
得
布
亦
多
、
先
王
旧
式
也
」
（
『
文
徳
天
皇
実
録
』
仁
寿
二
年
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〈
八
五
一
一
〉
正
月
十
八
日
）
の
よ
う
に
、
左
右
に
分
か
れ
て
歩
射
の
勝
敗
を
競
い
、

勝
敗
に
応
じ
て
天
皇
か
ら
物
品
が
与
え
ら
れ
る
な
ど
、
九
世
紀
か
ら
勝
負
儀
礼
の
要

素
を
も
っ
て
い
た
。
以
上
の
よ
う
に
、
賭
弓
と
六
日
の
騎
射
の
内
容
を
比
較
し
て
も

儀
礼
の
性
格
の
違
い
は
明
ら
か
で
あ
る
。

た
だ
し
、
節
会
六
日
儀
の
騎
射
は
五
日
儀
に
比
べ
て
難
易
度
も
高
く
、
余
興
的
行

事
で
あ
っ
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
そ
も
そ
も
節
会
六
日
儀
に
は
、
「
大
舎
人
寮
用

去
年
五
位
己
上
走
馬
所
レ
負
物
一
、
変
熟
食
一
、
充
此
日
鰻
」
（
『
内
裏
式
』
）
、
「
昨

負
馬
王
卿
以
下
献
レ
銭
」
「
去
年
負
馬
王
卿
以
下
、
執
侍
従
厨
献
物
一
列
立
」
（
『
西
宮

記
』
）
の
よ
う
に
、
五
日
儀
の
走
馬
の
勝
負
に
負
け
た
王
卿
ら
に
よ
る
奉
献
（
負
態
）

が
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
点
で
、
六
日
儀
そ
の
も
の
が
五
日
走
馬
の
負
態
と
し
て
設

け
ら
れ
た
饗
宴
と
思
わ
れ
、
六
日
に
行
わ
れ
た
騎
射
・
競
馬
を
含
む
種
々
の
馬
芸
が
、

五
日
儀
の
余
興
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
詳
し
く
は
続
稿
に
譲
る
が
、

六
日
儀
に
余
興
と
し
て
行
わ
れ
た
騎
射
・
競
馬
は
、
九
世
紀
末
に
節
会
と
は
別
に
、

神
泉
苑
に
幸
し
た
天
皇
が
騎
射
や
競
馬
を
観
覧
し
た
玉
臨
時
の
行
事
が
も
と
に
な
っ

て
成
立
し
た
も
の
で
あ
り
、
神
泉
苑
や
摂
関
私
邸
で
の
行
幸
競
馬
儀
に
お
い
て
勝
敗

を
競
い
勝
負
楽
を
奏
す
る
勝
負
儀
礼
へ
と
継
承
さ
れ
た
。
賭
弓
も
一

O
世
紀
以
降
、

勝
敗
に
応
じ
て
懸
物
を
与
え
ら
れ
る
形
式
か
ら
近
衛
府
に
よ
る
勝
方
勝
負
楽
の
演
奏

へ
と
変
化
し
た
。
こ
の
変
化
の
背
景
に
は
、
節
会
か
ら
一

O
世
紀
型
の
勝
負
儀
礼
へ

の
儀
礼
の
転
換
が
あ
り
、
こ
の
転
換
に
よ
っ
て
競
馬
・
騎
射
・
賭
弓
は
、
近
衛
府
に

よ
っ
て
運
営
と
武
芸
・
奏
楽
披
露
が
行
わ
れ
る
王
朝
国
家
の
宮
廷
儀
礼
へ
と
転
換
し

た
の
で
あ
る
。
九
世
紀
の
衛
府
手
結
の
も
っ
て
い
た
役
割
の
う
ち
、
射
手
の
選
抜
の

機
能
は
、
節
会
の
余
興
的
行
事
や
九
世
紀
型
の
勝
負
儀
礼
か
ら
、
一

O
世
紀
型
の
勝

負
儀
礼
へ
と
対
象
を
変
え
て
受
け
継
が
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
衛
府
手
結
は
、
こ

の一

O
世
紀
塑
の
勝
負
儀
礼
に
お
い
て
武
芸
を
も
っ
て
儀
礼
を
演
出
す
る
役
割
を
果

た
す
た
め
の
、
射
芸
の
技
能
水
準
維
持
を
目
的
と
し
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と

い
え
よ
う
。

九
世
紀
に
お
け
る
騎
射
手
結
は
、
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五
月
五
日
節
会
の
リ
ハ
ー
サ
ル
と
し
て
、

ま
た

節
会
の
一
部
で
あ
る
余
興
的
行
事
の
射
手
選
抜
の
場
と
し
て
の
役
割
を
も
ち
、
節
会

の
準
備
段
階
の
一
っ
と
し
て
の
機
能
を
果
た
し
た
。
九
世
紀
の
手
結
が
機
能
す
る
場

で
あ
る
「
節
会
」
は
、
豊
楽
院
な
ど
大
規
模
な
儀
礼
空
間
に
全
官
人
が
位
階
順
に
整

列
し
て
天
皇
に
拝
礼
し
、
太
政
官
（
行
事
司
）
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
る
律
令
国
家
の

国
家
儀
礼
で
あ
る
。
一

O
世
紀
以
降
、
衛
府
手
結
に
よ
っ
て
選
抜
さ
れ
た
射
手
が
奉

仕
す
る
場
に
は
、
競
馬
・
騎
射
・
賭
弓
な
ど
の
新
た
な
勝
負
儀
礼
が
加
わ
っ
た
。
一

O
世
紀
以
降
の
勝
負
儀
礼
は
、
九
世
紀
に
は
節
会
と
別
個
に
行
わ
れ
た
臨
時
儀
礼
を

起
源
と
し
、
宇
多
・
醍
醐
朝
に
お
い
て
節
会
に
か
わ
る
宮
廷
儀
礼
へ
と
昇
格
し
た
も

の
で
あ
る

3
0
天
皇
と
公
卿
・
殿
上
人
が
と
も
に
飲
食
し
近
衛
府
の
勝
負
・
芸
能
を

楽
し
む
王
朝
国
家
の
宮
廷
儀
礼
で
あ
る
。
九
世
紀
末

1
一
O
世
紀
初
頭
に
律
令
国
家

の
国
家
儀
礼
か
ら
王
朝
国
家
の
宮
廷
儀
礼
へ
と
儀
礼
の
転
換
が
は
か
ら
れ
た
こ
と
に

よ
り
、
律
令
国
家
の
国
家
儀
礼
で
あ
る
五
月
五
日
節
会
は
廃
絶
し
、
射
礼
は
衛
府
の

歩
射
行
事
へ
と
縮
小
し
て
継
承
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
射
礼
の
事
前
準
備
と
し
て
行

わ
れ
た
、
親
王
以
下
五
位
以
上
の
射
手
の
調
習
で
あ
る
手
結
は
兵
部
手
結
と
し
て
独

立
行
事
化
し
、
衛
府
の
歩
射
手
結
は
射
礼
の
調
習
・
リ
ハ
ー
サ
ル
の
機
能
も
継
承
し

つ
つ
、
一

O
世
紀
型
の
勝
負
儀
礼
の
た
め
の
射
手
選
抜
の
役
割
も
果
た
す
よ
う
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
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目
、
手
結
の
「
焼
尾
荒
鎮
」
と
し
て
の
性
格

手
結
に
は
、
「
焼
尾
荒
鎮
」
と
い
う
役
割
も
あ
っ
た
。
焼
尾
荒
鎮
に
つ
い
て
は
山
下

信
一
郎
氏
の
所
論
に
詳
し
い
玉
の
で
以
下
、
氏
の
指
摘
か
ら
衛
府
の
手
結
に
関
連
す

る
部
分
を
適
宜
参
照
し
つ
つ
論
を
進
め
た
い
。
「
焼
尾
」
と
は
中
国
肩
代
、
初
め
て
大

臣
を
拝
し
た
者
が
礼
と
し
て
食
を
天
子
に
献
ず
る
こ
と
、
な
い
し
は
、
士
人
の
子
弟

が
初
め
て
進
上
に
及
第
し
た
時
に
行
う
宴
の
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
、
「
荒
鎮
」
は
大
一
泊

す
る
こ
と
と
さ
れ
る
。
古
代
日
本
に
お
い
て
も
こ
の
風
俗
が
取
り
入
れ
ら
れ
、
新
た

に
有
職
に
就
い
た
者
が
焼
尾
荒
鎮
を
号
し
会
宴
を
行
う
こ
と
が
あ
っ
た
（
『
国
史
大
辞



典
』
）
。
貞
観
八
年
（
八
六
六
）
を
は
じ
め
と
し
て
九
世
紀
後
半
か
ら
焼
尾
荒
鎮
を
禁

制
す
る
法
令
と
そ
の
対
象
の
例
外
を
定
め
た
法
令
が
出
さ
れ
て
い
る
。

九世紀の騎射手結と歩射手結 -o世紀の宵廷儀礼を展皇して （山本）

夏
四
月
辛
卯
朔
、
天
皇
御
一
紫
展
殿
一
、
賜
コ
宴
侍
臣
一
、
（
中
略
）
是
日
、
勅

目
、
応
レ
禁
一
諸
司
諸
所
焼
尾
荒
鎮
及
責
レ
人
求
レ
飲
之
類
、
去
天
平
宝
字
二
年

一
一
月
廿
日
、
貞
観
八
年
正
月
廿
二
日
、
同
十
六
年
九
月
十
四
日
、
廿
六
日
等
騰

勅
符
、
既
以
分
明
、
如
ν

間
、
無
頼
之
輩
不
レ
粛
格
旨
一
、
或
改
焼
尾
荒
鎮
之

名
一
、
而
実
費
倍
一
於
前
、
或
仮
一
一
親
情
追
訪
之
興
、
市
内
懐
不
一
一
相
和
、
又

可
ν
聴
一
宴
飲
被
物
一
之
色
、
八
年
正
月
既
立
一
一
別
式
、
市
不
レ
偉
憲
章
一
、
精

有
違
倦
－
、
宜
L
皇
降
一
一
提
概
一
厳
加
巾
捉
樹
上
、
若
積
習
犯
者
必
処
一
科
諸
一
、
具

如
前
格
、
但
件
別
式
所
レ
載
、
諸
衛
定
考
之
目
、
考
所
以
外
番
長
以
下
不
レ
可
レ

給
レ
禄
、
亦
騎
射
手
番
之
時
、
非
射
手
一
官
人
亦
無
二
被
物
、
自
今
定
考
之
日
、

上
下
聴
レ
給
、
手
番
之
目
、
次
官
雄
レ
非
一
射
手
、
亦
従
一
一
給
例
一
、
頒
一
ム
口
文
武

百
寮
詑
、
〈
『
三
代
実
録
』
元
慶
八
年
（
八
八
四
）
四
月
一
日
条
）

元
慶
八
年
勅
で
は
焼
尾
荒
鎮
が
禁
止
さ
れ
た
が
、
こ
の
禁
令
の
対
象
と
し
な
い
も
の

と
し
て
「
別
式
」
に
載
せ
ら
れ
た
も
の
の
中
に
衛
府
の
「
騎
射
手
番
」
が
あ
る
。
一

O
世
紀
以
降
の
古
記
録
に
見
え
る
騎
射
手
番
は
近
衛
府
の
内
部
行
事
で
あ
り
、
近
衛

大
将
に
よ
る
饗
応
や
禄
の
支
給
に
焼
尾
荒
鎮
の
性
格
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
五
月

五
日
節
会
廃
絶
前
の
九
世
紀
に
お
い
て
も
、
節
会
の
準
備
段
階
と
し
て
行
わ
れ
た
衛

府
の
騎
射
手
結
に
は
、
衛
府
の
焼
尾
荒
鎮
と
し
て
の
機
能
を
果
た
す
も
の
と
し
て
認

識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
元
慶
八
年
ま
で
は
騎
射
手
結
の
時
に
は
射

手
で
な
い
官
人
に
禄
は
支
給
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
今
後
は
射
手
で
な
い
次
官
（
次
将

・
佐
）
に
も
禄
を
支
給
す
る
こ
と
と
な
り
、
衛
府
の
焼
尾
荒
鎮
の
対
象
が
広
げ
ら
れ

た
。
同
日
泰
三
年
（
九

O
O）
四
月
に
は
、
「
但
諸
衛
長
官
帯
一
参
議
巳
上
者
、
触
レ
事

若
可
レ
勧
つ
賞
土
木
十
一
者
特
聴
一
臨
時
賜
一
一
饗
禄
こ
（
問
）
と
い
う
太
政
官
符
が
出
さ
れ
、

饗
応
・
禄
の
支
給
の
対
象
者
だ
け
で
な
く
、
参
議
以
上
の
衛
府
長
官
に
は
饗
禄
を
給

う
機
会
も
拡
大
さ
れ
た
。

衛
府
の
定
考
と
手
結
が
対
象
外
と
さ
れ
た
理
由
は
、

使
起
請
に
見
え
る
。

次
の
貞
観
卜
六
年
の
検
非
違

検
非
違
使
起
請
五
条
、
（
中
略
）
其
二
、
応
レ
許
六
衛
府
長
官
初
任
時
二
度
饗

宴
事
、
謹
案
新
格
、
諸
司
諸
院
諸
家
所
々
人
、
焼
尾
荒
鎮
等
、
惣
当
一
禁

断
、
今
以
為
、
衛
府
長
官
、
職
掌
異
一
於
文
官
、
欲
卜
其
選
ゴ
錬
武
衛
一
、
与
一

士
卒
共
甘
苦
＼
而
初
任
之
日
、
柳
無
饗
会
、
何
能
「
閲
彼
庸
旅
之
面
、

成
中
其
島
藻
之
心
人
是
以
新
任
長
官
等
、
皆
准
一
旧
例
二
一
度
饗
宴
、
事

不
レ
獲
レ
己
、
似
レ
忘
一
一
格
式
、
夫
有
レ
格
不
レ
行
、
却
似
レ
無
レ
法
、
無
法
之
罪
、

理
亦
難
レ
容
、
望
請
下
被
レ
改
件
事
、
有
レ
便
執
行
＼
（
後
略
）

こ
の
起
請
に
よ
れ
ば
、
衛
府
長
官
は
武
術
を
鍛
錬
し
士
卒
と
甘
苦
を
と
も
に
す
る
と

い
う
軍
事
組
織
本
来
の
緊
密
に
結
ぼ
れ
た
と
下
関
係
を
理
由
に
、
長
官
就
任
時
の
饗

宴
を
許
さ
れ
て
い
る
。
昌
泰
三
年
官
符
に
お
い
て
参
議
以
上
の
衛
府
長
官
に
は
騎
射

手
番
と
定
考
に
限
ら
ず
焼
尾
荒
鎮
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
は
、
九
世
紀
末
に
衛
府
の
長

官
に
対
し
て
「
選
l
錬
武
衛
」
し
次
官
以
下
衛
府
の
構
成
員
と
の
結
束
力
を
高
め
る

役
割
へ
の
期
待
が
高
ま
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
な
ぜ
九
世
紀
末
に
、
何
の
た
め

に
こ
の
役
割
が
求
め
ら
れ
た
の
か
。
「
触
レ
事
若
可
レ
勧
1
賞
土
木
十
」
き
機
会
を
具
体

的
に
と
ら
え
て
み
よ
う
。

昌
泰
三
年
官
符
で
は
参
議
以
土
で
あ
る
こ
と
が
特
例
の
条
件
と
な
っ
て
い
る
が
、

正
月
十
八
日
の
賭
弓
の
次
第
の
中
に
も
「
勝
方
大
将
奏
ト
可
レ
給
一
禄
饗
由
l

、
〈
兵
衛

督
為
一
五
一
争
議
一
或
設
、
〉
」
（
『
西
宮
記
』
恒
例
第
一
、
正
月
、
賭
弓
）
、
「
勝
方
大
将
・
督

〈
非
参
議
督
不
レ
行
〉
」
（
『
北
山
抄
』
巻
第
一
、
年
中
要
抄
上
、
正
月
、
賭
弓
事
）
と

同
様
の
文
ヨ
一
口
が
見
え
、
賭
弓
の
還
饗
で
は
勝
方
大
将
（
督
）
に
よ
る
焼
尾
荒
鎮
が
確

認
で
き
る
。
還
饗
と
は
正
月
の
賭
弓
や
七
月
の
相
撲
の
後
に
近
衛
大
将
が
射
手
や
相

撲
人
を
自
邸
や
府
に
お
い
て
饗
応
す
る
こ
と
主
で
あ
り
、
衛
府
の
焼
尾
荒
鎮
儀
礼
の

( 156) 
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一
例
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
延
長
七
年
（
九
二
九
）
の
正
月
賭
弓
の

後
に
は
「
右
大
将
（
藤
原
定
方
）
・
王
公
・
次
将
」
が
里
邸
に
向
い
還
饗
が
行
わ
れ
て

お
り
る
）
、
同
じ
醍
醐
朝
中
に
勝
負
儀
礼
に
お
い
て
衛
府
長
官
に
よ
る
焼
尾
荒
鎮
が
恒

例
と
し
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
亘
う
こ
と
が
で
き
、
昌
泰
三
年
官
符
が
認
め

た
特
例
の
結
果
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
騎
射
の
場
合
は
一

O
世
紀
に
入
り
五
月
五

日
節
会
が
廃
絶
し
て
し
ま
っ
た
た
め
、
相
撲
や
賭
弓
の
よ
う
に
還
饗
は
見
ら
れ
な
い

が
、
荒
手
結
・
真
手
結
両
日
に
「
饗
索
餅
等
料
、
任
レ
例
令
ν

賜
し
之
」
（
引
）
や
「
真
手

（
粥
脱
力
）

結
饗
料
、
索
餅
・
次
料
等
、
兼
日
令
レ
給
レ
府
、
将
禄
大
掛
・
射
手
官
人
禄
絹
禄
疋

・
物
節
巳
下
禄
布
八
十
五
端
、
遣
一
馬
場
一
」
（
ぷ
の
よ
う
に
、
近
衛
大
将
で
あ
る
藤
原

実
資
か
ら
饗
料
と
禄
が
送
ら
れ
て
お
り
、
騎
射
手
番
の
中
で
焼
尾
荒
鎮
が
行
わ
れ
て

い
た
。
『
小
右
記
』
で
は
焼
尾
荒
鎮
と
い
う
表
記
は
見
ら
れ
な
い
が
、
手
結
の
饗
と
し

て
「
粥
次
」
が
頻
繁
に
行
わ
れ
た
。

九
世
紀
末
に
衛
府
長
官
の
焼
尾
荒
鎮
の
機
会
が
広
げ
ら
れ
た
結
果
と
し
て
、
勝
負

儀
礼
に
お
け
る
饗
応
と
給
禄
が
恒
例
化
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
ら
勝
負
儀
礼
に

対
す
る
衛
府
、
特
に
近
衛
府
が
果
た
す
役
割
が
重
要
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
九
世
紀
末

i
一
O
惟
紀
初
頭
は
、
律
令
国
家
か
ら
王
朝
国
家
へ
の
国
家
体
制

の
転
換
に
と
も
な
い
宮
廷
儀
礼
体
系
が
転
換
し
た
時
期
で
あ
る
。
例
え
ば
相
撲
儀
礼

は
、
相
撲
司
な
ど
太
政
官
を
軸
と
す
る
行
事
司
が
運
営
す
る
節
会
か
ら
、
近
衛
府
が

運
営
す
る
有
合
へ
と
転
換
し
た
る
）

O

一
O
世
紀
以
降
の
宮
廷
で
盛
行
し
た
賭
弓
や
行

幸
競
馬
も
、
相
撲
に
同
じ
く
近
衛
府
の
運
営
す
る
儀
礼
と
な
っ
た
。
こ
の
宮
廷
儀
礼

改
革
に
よ
っ
て
、
特
に
近
衛
府
に
お
い
て
は
こ
れ
ら
の
新
た
な
宮
廷
儀
礼
で
儀
礼
演

山
機
関
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
、
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、

そ
の
た
め
に
衛
府
長
官
に
よ
る
焼
尾
荒
鎮
の
特
例
が
広
く
認
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
衛
府
の
焼
尾
荒
鎖
は
、
儀
礼
体
系
の
転
換
に
よ
っ
て
、
近
衛
府
が
宮
廷
儀
礼
演

出
機
関
と
し
て
の
役
割
を
拡
大
す
る
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
に
連
動
し
、
禁
制
の
対
象

か
ら
特
例
と
し
て
ゆ
る
さ
れ
、
さ
ら
に
は
年
中
行
事
の
中
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
一

O
世
紀
以
降
、
恒
常
的
な
も
の
へ
と
変
化
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

第 6 ~； 史人

お
わ
り
に

以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
を
ま
と
め
て
稿
を
と
じ
た
い
。

－
九
世
紀
の
騎
射
手
結
は
、
左
右
近
衛
府
・
左
右
兵
衛
府
の
同
府
が
、
五
月
五
日
節

会
の
騎
射
の
た
め
に
節
会
に
先
立
っ
て
各
府
の
馬
場
で
行
っ
た
調
習
と
駒
牽
の
騎

射
を
指
す
。
駒
牽
で
の
騎
射
は
、
節
会
五
日
儀
の
騎
射
の
リ
ハ
ー
サ
ル
と
し
て
、

ま
た
六
日
儀
の
余
興
的
騎
射
の
射
手
選
抜
を
行
う
真
手
結
と
し
て
の
一
一
つ
の
側
面

が
あ
っ
た
。
一

O
世
紀
半
ば
に
節
会
が
廃
絶
し
節
会
の
準
備
段
階
の
行
事
と
し
て

の
性
格
は
喪
失
し
た
が
、
九
世
紀
末
か
ら
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
行
幸
競
馬
儀

の
中
の
競
馬
・
騎
射
の
た
め
の
予
選
会
へ
と
性
格
を
変
え
、
騎
射
の
技
能
水
準
維

持
と
射
手
の
選
抜
の
機
能
は
引
き
継
が
れ
た
。

H
九
世
紀
の
歩
射
手
結
は
、
射
礼
に
先
立
っ
て
行
わ
れ
る
歩
射
の
調
宵
を
指
す
。
手

結
は
、
射
礼
の
射
手
と
な
る
親
王

1
五
位
が
兵
部
省
、
六
衛
府
は
各
府
で
調
習
す

る
と
い
う
二
系
統
に
分
か
れ
て
い
た
。
近
衛
府
・
兵
衛
府
は
翌
日
の
賭
弓
に
も
射

手
と
な
り
、
四
府
の
歩
射
手
結
で
は
賭
弓
の
射
手
選
考
の
役
割
も
あ
っ
た
。
射
礼

は
縮
小
し
つ
つ
も
一

O
世
紀
以
降
の
宮
廷
儀
礼
に
継
承
さ
れ
た
こ
と
で
、
親
王

1

五
位
の
射
手
の
調
習
は
兵
部
手
結
と
し
て
、
各
府
に
よ
る
し
ハ
衛
府
の
調
習
は
衛
府

手
結
と
し
て
、
射
礼
の
た
め
の
射
手
の
調
習
と
射
手
の
決
定
と
い
う
九
世
紀
の
性

格
を
継
承
し
た
。
一
方
で
、
近
衛
府
（
と
兵
衛
府
）
の
歩
射
手
結
に
は
、
近
衛
府

が
運
営
す
る
一

O
世
紀
型
の
勝
負
儀
礼
で
あ
る
賭
弓
の
射
手
の
歩
射
技
能
を
維
持

し
、
射
手
を
選
抜
す
る
予
選
会
と
し
て
の
役
割
が
加
わ
っ
た
。

皿一

O
世
紀
型
の
勝
負
儀
礼
は
、
節
会
と
い
う
律
令
国
家
の
国
家
儀
礼
と
は
異
な
り
、

近
衛
府
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
る
王
朝
国
家
の
宮
廷
儀
礼
で
あ
る
。
近
衛
府
・
兵
衛

府
の
手
結
に
お
け
る
技
能
水
準
維
持
と
射
手
選
抜
の
役
割
は
、
宮
廷
儀
礼
を
演
出

す
る
た
め
に
必
要
で
あ
っ
た
。

W
九
世
紀
に
は
禁
制
の
対
象
で
あ
っ
た
焼
尾
荒
鎮
が
、
千
結
に
お
い
て
は
特
例
と
し

て
認
め
ら
れ
て
い
た
。
給
禄
・
饗
宴
の
対
象
や
機
会
も
徐
々
に
増
え
、
一

O
世
紀
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に
入
る
と
勝
負
儀
礼
の
後
の
還
饗
な
ど
の
恒
例
行
事
に
も
拡
大
し
た
。
こ
の
背
景

に
は
、
九
世
紀
末
1
一
O
世
紀
初
頭
に
律
令
国
家
の
国
家
儀
礼
で
あ
る
節
会
か
ら
、

王
朝
国
家
の
宮
廷
儀
礼
で
あ
る
一

O
世
紀
型
の
勝
負
儀
礼
へ
の
転
換
が
あ
っ
た
。

九
世
紀
に
は
軍
事
組
織
本
来
の
上
下
関
係
を
緊
密
に
す
る
た
め
に
特
例
と
し
て
ゆ

る
さ
れ
た
が
、
一

O
世
紀
以
降
は
勝
負
儀
礼
の
円
滑
な
運
営
と
、
儀
礼
で
披
露
し

場
を
感
り
上
げ
る
武
芸
の
技
能
の
向
上
・
維
持
を
目
的
と
し
て
、
還
饗
や
手
結
の

饗
禄
、
粥
次
な
ど
の
焼
尾
荒
鎮
の
機
会
が
拡
大
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

駐

（l
）
『
平
安
時
代
史
事
典
』
「
手
結
」
の
項
目
。
大
津
透
氏
執
筆
。

（2
）
大
日
方
克
巳
「
五
月
五
日
節
律
令
国
家
と
弓
馬
の
儀
礼
」
（
『
古
代
国
家
と

年
中
行
事
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
三
年
）
。

（
3
）
鳥
谷
智
文
「
王
朝
国
家
期
に
お
け
る
近
衛
府
府
務
運
営
の
一
考
察
」
（
『
史
学
研

究
』
一
九
九
号
、
一
九
九
三
年
）
、
佐
々
木
恵
介
「
『
小
右
記
』
に
み
る
摂
関
期

近
衛
府
の
政
務
運
営
」
（
笹
山
晴
生
先
生
還
暦
記
念
会
編
『
日
本
律
令
制
論
集
下

巻
』
古
川
弘
文
館
、
一
九
九
三
年
）
、
染
井
千
佳
「
相
撲
の
部
領
使
に
つ
い
て
」

（
『
人
間
文
化
創
成
科
学
論
叢
』
一
二
、
二

O
O九
年
）
。

（
4
）
鳥
谷
氏
前
掲
註
3
0

（
5
）
大
日
方
氏
前
掲
註
2
0

五
月
五
日
節
会
に
関
す
る
論
考
は
他
に
、
倉
林
正
次

「
五
月
五
日
節
」
（
『
饗
宴
の
研
究
（
文
学
編
）
』
桜
楓
社
、
一
九
六
九
年
）
、
山

中
裕
『
平
安
朝
の
年
中
行
事
』
（
塙
書
房
、
一
九
七
二
年
）
が
あ
る
。

（6
）
大
日
方
氏
、
前
掲
註
2
0

（
7
）
下
向
井
龍
彦
「
光
仁
・
桓
武
朝
の
軍
縮
改
革
に
つ
い
て
律
令
軍
制
の
解
体
と

律
令
国
家
の
転
換
」
（
『
古
代
文
化
』
四
九
一
一
、
一
九
九
七
年
）

0

（
8
）
射
礼
の
変
遷
に
つ
い
て
は
大
日
方
克
巳
「
射
礼
・
賭
弓
・
弓
場
始
歩
射
の
年
中
行

事
」
（
『
古
代
国
家
と
年
中
行
事
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
三
年
）
に
詳
し
い
。

（
9
）
『
日
本
書
紀
』
天
武
四
年
（
六
七
五
）
正
月
壬
戊
（
十
七
日
）
条
・
持
統
八
年

（
六
九
四
）
正
月
辛
丑
（
三
日
）
・
同
壬
寅
（
四
日
）
条
、
『
続
日
本
紀
』
慶
雲

一
二
年
（
七

O
六
）
正
月
壬
辰
（
十
七
日
）
条
。

（
ゆ
）
『
続
日
本
紀
』
和
銅
八
年
（
七
一
五
）
正
月
庚
子
（
十
七
日
）
条
、
神
亀
五
年

（
七
二
八
）
正
月
甲
寅
（
十
七
日
）
条
、
天
平
十
二
年
（
七
四

O
）
正
月
甲
辰

（
十
七
日
）
条
、
天
平
宝
字
四
年
（
七
六

O
）
正
月
己
卯
（
十
七
日
）
条
、
同
七

年
正
月
甲
子
（
二
十
一
日
）
条
、
『
日
本
後
紀
』
延
暦
十
八
年
（
七
九
九
）
正
月
笑

亥
（
十
八
日
）
条
、
弘
仁
二
年
（
八
一
一
）
正
月
壬
子
（
十
七
日
）
条
。

（
日
）
下
向
井
氏
前
掲
註
7
0

（
口
）
大
日
方
氏
前
掲
註
8
0

（
日
）
鳥
谷
氏
前
掲
註
3
0

（
日
）
『
小
右
記
』
寛
弘
二
年
（
一

O
O
五
）
年
五
月
七
日
条
、
長
和
四
年
（
一

O
一

五
）
五
月
二
日
条
。

（
日
）
『
三
代
実
録
』
仁
和
二
年
（
八
八
六
）
十
二
月
二
十
五
日
条
、
『
日
本
紀
略
』
寛

平
七
年
（
八
九
五
）
三
月
三
日
・
五
日
条
な
ど
。

（
同
）
拙
稿
「
相
撲
儀
礼
の
転
換
相
撲
「
節
会
」
か
ら
相
撲
「
召
合
」
へ
」
（
『
九

州
史
学
』
一
五
六
号
、
二

O
一
O
年）。

（
打
）
山
下
信
一
郎
「
大
巨
大
饗
管
見
」
（
『
日
本
古
代
の
国
家
と
給
与
制
』
吉
川
弘
文

館
、
二

O
一
二
年
）
、
初
出
は
二

O
O
三
年
。

（
同
）
『
類
来
三
代
格
』
巻
十
九
、
禁
制
事
、
昌
泰
三
年
（
九

O
O）
四
月
二
十
五
日

太
政
官
符
「
応
重
耕
一
不
断
諸
司
諸
家
所
々
人
等
饗
宴
郡
飲
及
諸
祭
使
等
饗
事
」
。

（
円
）
『
国
史
大
辞
典
』
還
饗
の
項
目
。
中
村
義
雄
氏
執
筆
。

（
却
）
『
西
宮
記
』
恒
例
第
一
、
正
月
、
賭
弓
勘
物
所
引
『
吏
部
王
記
』
延
長
七
年

（
九
二
九
）
正
月
十
八
日
条
。

（
引
）
『
小
右
記
』
長
和
五
年
（
一

O
一
六
）
五
月
四
日
条
。

（
泣
）
『
小
右
記
』
長
和
五
年
（
一

O
二
ハ
）
五
月
六
日
条
。

（
お
）
拙
稿
前
掲
註
M
o
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